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答 

１ 特定費用準備資金となるものの中には、例えば、既存事業を維持する場合で

あっても、将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に

積み立てる資金（基金）や、専ら法人の責に帰すことができない事情により将

来の収入が減少する場合に積み立てる資金（基金）もあります。（問Ⅴ－３－

④参照）。 

 

２ 前者の将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積

み立てる資金（基金）については、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて、

活動見込みや限度額の見積もりが必要となります。 

  想定される事例としては、公益目的保有財産である金融資産の運用益で公

益活動を行う法人において、従来、年利回り５％程度で運用できていたものが、

金融資産の償還等に伴い、これまでと同じ金融商品で運用すると年利回りが

１％程度となる見込みの場合、臨時収入等による特定費用準備資金により、具

体的に収入減少を補填するものが考えられます。 

この場合の特定費用準備資金は、翌事業年度以降の５年間での収入の減少見

込みを合理的に説明し、その範囲内で当該事業年度以降の５年間で積立可能な

剰余金を積立て・取崩すものです。 

 

３ 後者の専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少す

る場合に積み立てる資金（基金）の事例としては、補助金等により事業を行っ

ていた場合において、補助金等の削減が予想され、収入の減少が見込まれてい

ることへの対応のための基金が考えられます。 

この場合は、積立限度額の合理的な算定にあたっては、理事会等における認

識を踏まえた、収入の減少の蓋然性の高さの説明が求められることになります。 

 

４ どちらの場合においても、申請書や定期提出書類の別表Ⅽ（5）において、

具体的な説明を記載していただくことになります。また、これらの特定費用準

備資金は収入減少に対応して取崩し、計画期間の満了等により特定費用準備

資金を全額取り崩すまでは、再度同種の特定費用準備資金は積み立てられま

せんので、注意が必要です。 

 

問Ⅴ‐３‐⑦（公益目的事業比率） 

 将来の収支の変動に備えて法人が自主的に積み立てる特定費用準備資金に

ついて教えて下さい。 
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